〔工事請負基本契約約款〕
第１条（総則）　関電プラント株式会社（以下「発注者」という。）と請負者（以下「受注者」という。）は、発注者が注文し、受注者が施工する工事（以下「個別工事」という。）の施工にあたっては、注文書、注文請書に定めるもののほか、この工事請負基本契約約款（以下「約款」という。）に基づき、工事設計書、仕様書、図面、その他関係書類（これらを以下「設計図書」という。）及び発注者の現場代理人の指示に従い、各々対等の立場に立って誠実に契約を履行するものとする。

２  設計図書及び工事施工方法等に疑義を生じたときは、発注者の解釈に従うものとし、設計図書に明示されない事項については、発注者の指示による。
第２条（契約成立の時期）　個別工事の契約（以下「個別契約」という。）は、発注者が受注者に交付する注文書に対し、受注者が発注者に注文請書を提出することによって成立する。但し、緊急時には口頭諾成により契約が成立するものとし、その証として、事後速やかに発注者は受注者に注文書を受注者は発注者に注文請書をそれぞれ提出するものとする。
第３条（適用範囲）　個別契約について、注文書、注文請書、設計図書に特別の定めのない事項は、すべてこの約款に定めるところによる。
第４条（見積書）　受注者は、発注者から見積依頼があった場合には、発注者に対し、発注者の指定期日迄に見積書を提出するものとする。また受注者は、発注者の要求があれば見積価格の内訳その他関係書類を発注者に提出する。
第５条（設計図書の管理）　受注者は、発注者から提供を受けた設計図書及びその写し（以下「貸与設計図書」という。）を善良な管理者の注意をもって管理し、工事の施工以外の目的に使用してはならない。
２  前項の貸与設計図書は、発注者が返納を求めた場合には、受注者は直ちにこれを発注者に返納しなければならない。

第６条（工事工程）　受注者は、発注者の指定する期日に着工するものとし、所定の竣工期限に遅延してはならない。
２  発注者において工事遅延の恐れがあると認め、受注者に対し工法の変更、従業員の増加、機械器具の増設等を要求した場合には、受注者は直ちに発注者の現場代理人の指示するところに従わなければならない。もしこれを拒み又は怠ったため、発注者がこれを施工し、又は他の請負者に施工させたときは、受注者はその費用を負担しなければならない。
第７条（関連工事との調整）　発注者は、個別工事を円滑に完成するため、この工事と施工上関連ある工事（以下「関連工事」という。）との調整を図る場合には、受注者に対し必要な指示をすることができ、受注者はその指示に従う。
２  受注者は、発注者の了承を得て、関連工事の施工者と緊密に連絡、調整を図り、個別工事の円滑な完成に協力する。
第８条（法令等遵守の義務）　発注者及び受注者は、施工にあたり建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、その他施工、労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の指導を遵守する。
２  発注者は、受注者に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の指導に基づき必要な指示、指導を行い、受注者はこれに従うものとする。
３  受注者は、下請先に対して本契約において自らに課される義務と同等の義務を課すものとする。
第９条（機密の保持）　機密の保持に関しては、別に定める「機密情報の取扱いについて」による。
第１０条（知的財産権）　受注者は、第三者の知的財産権の権利の対象となっている施工方法、工事材料、機械器具等を施工上使用するときは、その使用に関する一切の責を負う。但し、発注者の指示によって使用するものについては、この限りでない。　
２  受注者は、個別契約の履行に際して知り得た施工方法、又は発注者と共同で開発した施工方法等のうち発注者が指示したものについて、個別契約の期間中及びその終了後においても、発注者の書面による同意を得ないで使用し、あるいは第三者をして使用させてはならない。又受注者は、これらに関し、知的財産権として申請し、あるいは第三者をして申請させてはならない。

第１１条（安全、衛生の確保）　受注者は、施工にあたり事業者として工事従事者の災害の防止に万全を期さなければならない。
２　受注者は、災害防止のため発注者の安全衛生管理の方針並びに安全衛生管理基本計画を遵守するとともに、自ら安全衛生の確保を目的とした作業基準を確立し、かつ責任体制を明確にする。
３　受注者は、その被用者又は受注者の下請負人の被用者の業務上の災害補償について、労働基準法第８７条第２項に定める使用者として補償引受の責を負う。
４　発注者が発注者への注文者と契約した工事の労働者災害補償保険法に基づく保険料の納付その他の手続きは、発注者において行う。但し、受注者は発注者より要求があった場合には、その手続き上必要な資料を遅滞なく提出しなければならない。
５　受注者もしくはその被用者、又は受注者の下請負人もしくはその被用者の責による労働者災害補償保険法に定める不正受給、故意又は重大な過失による事故等に係る徴収金の事業主負担分については、受注者がこれを負担する。
第１２条（意見の聴取）　発注者は、施工上の工程の細部、作業方法等を定めるにあたって、あらかじめ受注者の意見を聴取することがあり、受注者はこれに協力する。
第１３条（権利義務の譲渡）　発注者又は受注者は、個別契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。但し、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
２  発注者又は受注者は、工事目的物又は工事現場に搬入した工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）及び工事用機器を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保の目的に供してはならない。但し、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第１４条（一括委任又は一括下請負の禁止）　受注者は、一括して個別工事を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。但し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第１５条（関係事項の通知）　受注者は、発注者に対して、個別工事に関し、次の各号に掲げる事項を契約締結後速やかに書面をもって通知する。
　　(1)　建設業の許可業種及び番号
　　(2)　現場代理人の氏名・経歴
　　(3)　主任技術者の氏名
　　(4)　雇用管理責任者及び安全衛生責任者の氏名
　　(5)　その他施工上法律でおくことを義務づけられた有資格者等の氏名
　　(6)　作業員名簿
　　(7)　その他発注者が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
２  受注者は、発注者に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、速やかに書面をもってその旨を通知する。

第１６条（再下請負人の関係事項の通知）　受注者が個別工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合は、受注者は、発注者に対してその契約（その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。）に関し、次の各号に掲げる事項を速やかに書面をもって通知する。
　　(1)　受注者の受任者又は下請負人の氏名及び住所（法人であるときは名称及び工事を担当する営業所の所在地）
　　(2)　建設業の許可業種及び番号
　　(3)　現場代理人の氏名
　　(4)　工事の種類及び内容
　　(5)　工期
　　(6)　その他発注者が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項 

２  受注者は、発注者に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、速やかに書面をもってその旨を通知する。
第１７条（発注者の現場代理人）　発注者は、自己に代って工事現場を総括し、受注者に対し指示、監督するとともに、関連工事との調整を図って個別工事を円滑に完成するため現場代理人をおく。
２  受注者が個別契約に基づく指示、検査、立会、承認等を求めたときは、発注者の現場代理人又はそれに代わる者は、遅滞なくこれに応じる。
第１８条（受注者の現場代理人）　受注者の現場代理人は、工事現場に常駐し、発注者の現場代理人と常に緊密な連絡を保ち、受注者に代って工事現場一切の事項を処理し、その責を負うものとする。
第１９条（工事関係者に関する措置請求）　受注者の現場代理人又は被用者中、資格欠如、その他これに準ずる理由により発注者が不適当と認めるものがあるときは、受注者は直ちに他の現場代理人又は被用者と交替させなければならない。
２  発注者は、受注者が施工のために使用している下請負人又はその被用者で施工又は管理につき不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、必要な措置を求めることができる。
３  受注者は、前項による請求があったときは、速やかにその請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
第２０条（工事材料及び工事用機器）　発注者は、受注者の提供する工事材料を検査することができる。受注者は、工事材料のうち発注者の指定するものについては、発注者の規格に適合したもの又はあらかじめ発注者の指示する検査を受けこれに合格したものでなければ使用することができない。
２  発注者は、工事用機器について適当でないと認められるものがあるときは、受注者に対して、その交換を求めることができ、受注者はこれに応じなければならない。
３  受注者は、工事現場に搬入した工事材料又は工事用機器を工事現場外に持ち出すときは、発注者の承諾を受けなければならない。
４  第１項による不合格工事材料又は第２項により発注者が適当でないと認めた工事用機器は、発注者の指示によって、受注者がこれを遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
第２１条（所有権の帰属）　所有権の帰属は、第34条（竣工検査）の工事目的物の引渡しを受けた日とする。なお、工事現場に搬入された工事目的物の所有権は、工事材料の全部又は一部が受注者の調達したものであっても、発注者に帰属するものとする。但し、剰余材料又は前条第１項による不合格工事材料については、この限りでない。
　２  前項の場合、受注者は、第３４条（竣工検査）に基づく工事目的物の引渡しを行うまで、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、損害の危険を負担するものとする。
　３  工事目的物の引渡しを完了するまでに要する工事目的物の保全の費用は、受注者の負担とする。
第２２条（立会）　受注者は、工事工程中、発注者の指示する箇所の工事を施工するときは、発注者の立会を求めなければならない。但し、発注者の立会が困難な場合又はあらかじめ発注者が指示した箇所については、当該箇所の写真の提出をもって発注者の立会に代えることができるものとする。

第２３条（支給材料及び貸与品）　発注者の支給材料又は貸与品の受渡場所は、原則として発注者の指定する場所とする。
２  受注者は、支給材料又は貸与品を受領したときは、直ちに受領書又は借用書を提出しなければならない。
３  受注者は、支給材料又は貸与品について、善良な管理者の注意をもって使用又は保管する。万一、盗難又は受注者の責に帰すべき原因により、滅失もしくは毀損させた場合には、受注者はこれを賠償しなければならない。
４  受注者は、工事現場に搬入した支給材料又は貸与品を工事現場外に持ち出すときは、発注者の承諾を受けなければならない。
５  受注者は、支給材料（有償支給材料を除く。）が不用となったとき又は貸与品が使用済となったときは、工事完了後速やかに発注者の指示する場所に返納しなければならない。返納すべき撤去品があるときも同様とする。
６  発注者が貸与した機器及び工具は、清掃、点検、調整の上、返納しなければならない。それを怠ったため、発注者がこれに要した一切の費用は、受注者が速やかに発注者に支払わなければならない。
第２４条（発注者の名義による工事用資材等の購入の禁止）　受注者は、いかなる場合でも発注者の名義をもって、工事用資材その他工事用品を購入してはならない。なお又、発注者があたかも発注したように相手方が誤認するようなことをしてはならない。受注者の発注にかかる工事用資材及びその他の代金支払についても必要に応じ、発注者の現場代理人が精査することがある。
第２５条（社会保険等）　工事施工中、受注者の被用者の雇用保険、厚生年金保険、健康保険の費用は受注者の負担とし、受注者はこれらに関する一切の責を負い、発注者に迷惑を及ぼしてはならない。
２  前項被用者の所得税は、受注者が責任をもって源泉徴収を行い、法令に従って遅滞なく納入しなければならない。
第２６条（設計図書不適合の場合の改造義務）　受注者は、施工が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を指示したときは、これに従わなければならない。そのために、請負代金を値増し、竣工期日を延長することは認めない。但し、その不適合が発注者の現場代理人の指示によるなど発注者の責に帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は発注者の負担とし、必要があると認められるときは、発注者および受注者が協議して工期を変更する。
第２７条（工事の設計変更又は中止）　発注者が、発注者への注文者からの指示により、工事の設計変更又は一部中止を命ぜられた場合、発注者は受注者に対し個別工事の設計変更又は一部中止を指示することができる。
２  前項の場合、発注者において請負代金を増減する必要があると認めたときは、次の標準によってこれを算定する。但し、個別工事に関連し、又は附帯する些少な工事は、一切受注者の負担とする。
　　(1)　原契約数量に異動を生ずるにとどまる場合は、個別工事の契約単価による。
　　(2)　新単価を定める必要がある場合は、個別工事の契約単価を基準として、発注者および受注者が協議の上、決定する。
３  第１項により設計を変更し、又は工事の一部を中止した場合には、発注者は必要と認める限度において竣工期日を変更することがある。
４  大幅な数量の増減又は新工種が発生した場合の諸経費等の増減は、発注者及び受注者が協議の上、決定する。
第２８条（請負代金の値増）　受注者は、発注者に対し前条第２項を適用する場合その他個別契約において別に定める場合のほか、いかなる理由があっても請負代金の値増を要求しない。
第２９条（発注者の請求による工期の変更等）　発注者は、工期を変更する必要があるときは、受注者に対して書面をもって工期の変更を求めることができる。この場合における変更日は、発注者及び受注者が協議の上、決定する。
２  個別契約の他の条項により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、発注者及び受注者が協議の上、通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
３  前２項の場合において、必要があると認められるときは、発注者及び受注者が協議して請負代金を変更する。
第３０条（臨機の措置）　発注者の現場代理人又はそれに代る者が、災害防止等のため特に必要と認め、臨機の措置を指示したときは、受注者は直ちにその指示に従うものとする。
２  受注者が前項により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち請負代金の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者及び受注者が協議して定める。

第３１条（一般的損害及び天災その他不可抗力による損害）　第３４条（竣工検査）に基づく工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他施工に関して生じた損害は、すべて受注者の負担とする。但し、天災その他不可抗力による場合、その損害負担については、発注者及び受注者が協議して定める。
第３２条（業務上災害による損害）　工事施工中、受注者又はその被用者もしくは受注者の下請負人又はその被用者が、死亡もしくは負傷した場合には、受注者はこれに関する一切の責を負い、発注者に迷惑を及ぼさない。
　２  前項の場合において、法令その他により発注者が費用を負担したときは、受注者は速やかにその費用一切を発注者に支払わなければならない。
第３３条（第三者に及ぼした損害）　受注者は、工事施工にあたって公衆の保安に留意し、第三者に損害を与えないようにしなければならない。もし故意又は過失により第三者に損害を与えた場合には、受注者は賠償その他一切の責を負い、発注者に迷惑を及ぼしてはならない。
第３４条（竣工検査）　受注者は、工事を完成したときは、直ちに発注者にその旨通知するものとし、発注者は受注者の立会のもとに遅滞なく検査を行い、竣工したと認めたときに、受注者より工事目的物の引渡しを受ける。なお、受注者は、竣工届を速やかに発注者に提出する。この引渡しをもって、第２１条（所有権の帰属）第２項に基づく管理責任及び損害の危険負担は、受注者より発注者に移転する。
２  前項の検査に合格しないときは、受注者は、直ちにこれを補修して発注者の再検査を受け、これに合格したときをもって竣工とする。補修に要する費用は、受注者の負担とする。
第３５条（竣工前使用）　発注者は、工事の完成前においても受注者の工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
２  前項の場合において、発注者は、善良な管理者の注意をもってこれを使用するものとし、その使用によって受注者に損害を及ぼしたときは、これを補償する。
第３６条（請負代金の支払方法及び時期）　請負代金は、工事竣工後支払う。但し、出来高払を支払条件とした場合に限り、当該出来高に基づき、発注者の認定により請負代金の一部を支払う。
　２　前項但し書の一部支払は、その支払額に該当する工事の完了を意味するものではない。
　３　個別工事の請負代金の支払方法及び時期は、注文書、注文請書に定めるところによる。

　４　発注者は、個別契約に係る発注者に対する受注者の債務を担保するため、出来高払のうちの一定額の支払保留（以下「請負保留金」という。）を行うことがある。
第３７条（相殺）　発注者は、次の各号に定めるもののほか、受注者が発注者に支払うべき負担金、賠償金又は違約金、その他一切の債務と、受注者が発注者に対して有する請負代金、請負保留金、その他の債権と相殺することができる。
　　(1)　第２３条(支給材料及び貸与品)に掲げる貸与品について発注者が定めた使用料又は賃貸料及び修繕費用の金額
　　(2)　受注者の申請に基づいて発注者が必要と認め、受注者に代って発注者が購入した物品の立替購入代金額
　　(3)　着工準備金その他名目のいかんに係らず工事施工のため発注者が受注者に支払った前渡金に対する受注者の弁済金額
２  前項に掲げる相殺を行う場合に、発注者から事前の通知、催告等の手続きを省略することができる。
第３８条（賃金などの立替払）　発注者は、受注者又はその下請負人が、被用者に対する賃金、材料の供給者に対する代金、再下請負人に対する請負代金等（以下「賃金等」という。）の支払を遅延したときは、被用者、材料供給者、再下請負人（以下「被用者等」という。）に対し直接、立替払をすることができるものとし、受注者はあらかじめ承諾する。　　　　　

２  発注者は、受注者が第４３条の各号の一に該当するときも、賃金等を被用者等に対し直接、立替払をすることができるものとし、受注者はあらかじめ承諾する。
３　発注者が前２項の立替払をしたときは、受注者は発注者に対し、発注者が支払った立替金及びこれに対する立替日から支払完了まで立替日時点の民法で定める法定利率で計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
４  発注者は、受注者に対して請負代金（請負保留金を含む。）の支払債務を有しているときは、これと前項の立替金債権とを対当額で相殺することができる。

５  前４項の規定は、発注者が特定建設業者として建設業法第４１条第２項の勧告に基づき立替払をした場合にも適用する。

６  発注者は、受注者との契約が解除された場合であっても、前５項の措置を行うことができる。
第３９条（工事費用の前払）　発注者が発注者への注文者から前払金の支払を受けた場合、受注者が個別契約に基づく工事に着手するにあたって、要員確保もしくは機械工具調達等に関して費用の支出が必要であり、発注者がこれを相当と認める場合には、発注者は受注者の請求に基づきその費用の全部又は一部を前払することがある。この前払金は、請負代金支払の時に精算するものとする。
第４０条（品質保証）　受注者は、発注者の要求する個別工事の品質を保証するため、管理体制を整備、確立しなければならない。
第４１条（契約不適合責任）　受注者は、原則として第３４条（竣工検査）に基づく工事目的物の引渡しの日から発注者が発注者への注文者に対して負う保証責任の存続する期限まで工事目的物の契約不適合責任を負うものとする。
２　発注者が自ら施主となり発注する工事の目的物にかかる受注者の契約不適合責任期間は、次の各号に定める期間とする。
(1)　本項第(2)号および(3)号に属さないものは、２年間
(2) 土地の工作物，建物は、５年間
(3)　本項第(2)号のうち金属造・コンクリート造およびこれに類するものは、１０年間
３　発注者は、前２項の契約不適合責任期間中に工事目的物に契約不適合（契約書類に示された品質、性能等の条件を満足しないこと）が発見された場合は、受注者に対してその契約不適合の修理、改造もしくは取替の要求とともに損害賠償も請求することができるものとし、受注者は発注者の指示する方法に従うものとする。
第４２条（履行遅滞に対する処置）　受注者が正当な理由なく工期を遅延させた場合には、発注者は遅延日数１日につき請負代金の１０，０００分の４相当額の違約金を受注者に請求することができる。但し、発注者の損害が上記金額を上回る場合は、この違約金の徴収によって、発注者の受注者への損害賠償の請求を妨げないものとする。

２  発注者が正当な理由なく個別契約に定める請負代金の支払を遅滞した場合には、受注者は遅延日数１日につき支払遅滞額の１０，０００分の４相当額の遅延利息を発注者に請求することができる。
第４３条（発注者の解除権）　発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合には、受注者に対しなんらの催告を要せず、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができる。
　　(1)　正当な理由なく指定した着工期日を過ぎても工事に着手しないとき
　　(2)　竣工期日に竣工の見込みがないとき
　　(3)　工事施工に当り不都合な行為があって発注者が不適当と認めたとき
　　(4)　監督官公庁から営業取消、停止等の処分を受けたとき
　　(5)　手形交換所の不渡処分を受けたとき又は支払停止状態にいたったとき
　　(6)　仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算もしくは会社更生手続開始の申立がなされたとき
　　(7)　租税公課を滞納して督促を受けたとき又は保全差押を受けたとき
　　(8)　財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
　　(9) 第４４条第２項に該当したとき

(10)　その他個別契約のいずれかの条項に違反したとき
第４４条（反社会的勢力への対応）　受注者は、受注者または受注者の下請負人およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者（下請負が数次にわたるときはその全てを含む）は次の各号に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)　暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下、まとめて「反社会的勢力」という）であること
(2) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(3)　自らまたは第三者を利用して、発注者または発注者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いること
２  発注者は、受注者または受注者の下請負人およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者（下請負が数次にわたるときはその全てを含む）が前項の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに本契約の全部または一部を解除することができる。

なお契約解除の有無にかかわらず、発注者は受注者に対し、期間を定めて前項の各号の一に該当する者との契約解除その他関係解消に向けた是正措置を求めることができる。

３  受注者は、第１項の各号の一に該当する場合、発注者に対して、速やかに報告するものとする。
４  発注者は、第２項の規定により、個別契約を解除した場合には、受注者に損害が生じても発注者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により発注者に損害が生じたときは、受注者はその損害を賠償するものとする。

第４５条（期限の利益の喪失）　受注者が４３条（発注者の解除権）各号の一に該当する場合、発注者の請求によって、発注者に対する受注者の一切の債務は期限の利益を失い、受注者は直ちにその債務を弁済しなければならない。
第４６条（解除に伴う措置）　発注者が第４３条（発注者の解除権）に基づき個別契約を解除したときは、受注者は、施工中の工事を現状のまま発注者に引渡し、発注者からの出来高が未払の場合は、その既成部分に対し発注者が査定する代償金を受ける。但し、これにより発注者に損害を与えたときは賠償の責を負う。
２  発注者が個別契約を解除した場合において、発注者の催告による指定期間内に、受注者が受注者の所有にかかる物件の引取をせず、その他工事の継続に障害となる物件があるときは、発注者が受注者に代って物件を処置する。この場合には、受注者は発注者の処置方法について異議の申立をすることができないとともに、これに要した費用は受注者が負担しなければならない。      

第４７条（工事完成後の跡整理）　受注者は、工事完成後、受注者の所有にかかる工事用仮設備、剰余材料等を速やかに撤去する。発注者の指定する期日までに撤去しない場合には、発注者は、受注者に代って撤去することができ、これに要した費用は、受注者が負担しなければならない。
第４８条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）　工期内に賃金又は物価の変動により請負代金が不当となり、これを変更する必要があると認められるときは、発注者及び受注者が協議して請負代金を変更することができる。
２  発注者と発注者への注文者との契約において、個別工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金が変更されたときは、発注者又は受注者は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
第４９条（紛争の解決）　約款及び個別契約の内容に疑義が生じたとき又は定めのない事項については、必要に応じ発注者及び受注者が協議して解決するものとする。
第５０条（管轄裁判所）　約款及び個別契約に関して万一紛争が生じたときは、その管轄裁判所は発注者の本店所在地を管轄する裁判所とする。

〔機密情報の取扱いについて〕
関電プラント株式会社(以下｢発注者｣という。)と請負者(以下「受注者」という。)は、発注者が注文し、受注者が施工する工事（以下「個別工事」という。）に係る機密情報については、以下のとおり取扱うものとする。

第１条（目的）　本取扱いは、個別工事の契約（以下「個別契約」という。）を実施するにあたり、個別契約に係る機密情報の取扱いに関して必要となる事項につき定めることを目的とする。

第２条（基本的留意事項）　発注者及び受注者は、個別契約の実施にあたり、個人情報の保護に関する法律、不正競争防止法等の情報保護に関する諸法令（関連する官公庁のガイドラインを含む）の遵守に留意する。

第３条（定義）　本取扱いにおける機密情報とは、個別契約に基づき一方の当事者（以下、「情報開示者」という。）が他方の当事者（以下、「情報受領者」という。）へ開示又は提供した関係資料のうち、｢機密｣である趣旨が明示された情報及び個人に係る情報(「個人情報の保護に関する法律」第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下｢個人情報」という。)又は、情報受領者が個別契約の業務遂行の過程もしくは結果、取得する情報開示者及び情報開示者への注文者の機密事項で次のものを含む情報をいい、口頭、文書、図面、電子データ、磁気データその他一切の形式によるものを含むものとする。

　　(1)　個人情報、なお、個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律」第２条第１項に規定する個人情報をいうものとする。

　　(2)　図面、仕様書、設計手法、その他資料

　　(3)　工法に係る技術情報及び各種データ

　　(4)　情報開示者への注文者の工場内のレイアウト、製造設備、製造プロセス、制御システム、製品検査方法

２  前項に定める「機密」である趣旨の明示は、「秘」、「社外秘」、「取扱注意」等を明記することにより行うものとする。但し、明記できない場合は、口頭により行うものとする。

３  個人情報以外の機密情報について、第１項の定めに係らず以下の各号に該当することを情報受領者が証明した場合は、機密情報として取扱わないものとする。

　　(1)　提供、貸与あるいは収集の時点で、すでに公知のもの又は開示等の後、情報受領者の責によらずして公知となったもの

　　(2)　情報開示者が提供、貸与を行った時点で、すでに情報受領者自ら所有しているもの

　　(3)　第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの

　　(4)　情報開示者が提供、貸与を行った機密情報とは無関係に情報受領者が独自に開発したもの

第４条（機密保持）　情報受領者の機密情報の取扱いは、個別契約の目的の達成に必要な最低限の範囲の情報受領者の役員、従業員及び派遣社員（以下「従業者」という。）に行わせ、従業者以外の第三者に取扱わせ、又は提供・開示しないものとする。但し、第三者に開示する必要が生じた場合は、事前に情報開示者の承諾を得るものとする。

２  情報受領者は前項の開示等を受けた従業者にその在職中、退職後を問わず機密情報を保持させるため研修、機密保持誓約書の徴収等の機密情報の適切な管理に必要な措置を講ずるとともに情報開示者が請求した場合は、その結果を書面により速やかに報告するものとする。

３  第１項の定めに係らず、情報受領者は、機密情報を弁護士、公認会計士及び税理士（以下「弁護士等」という。）に開示できるものとする。

第５条（目的外利用の禁止）　情報受領者の機密情報の取扱いは、個別契約の目的の達成に必要な範囲内に限って利用し、必要な範囲を超えて機密情報の記録物を加工又は複製しないものとする。

第６条（法令等に基づく開示請求）　情報受領者は、機密情報に関して第三者より法令等に基づく開示請求を受け、これに基づき開示義務を負う場合であっても、速やかに情報開示者と協議の上、対応を決定するものとする。

第７条（知的財産権）　情報開示者から情報受領者への機密情報の開示、提供は、著作権、特許権等の知的財産権の移転･使用許諾を伴うものではない。

第８条（再委託）　個別契約の目的達成のため機密情報の取扱いを伴う業務を第三者に委託または委託を予定する必要がある場合は、第４条第１項の定めに係らず、必要な範囲の取扱いを委託できるものとする。但し、情報開示者が請求した場合は、情報受領者は書面により事前に承諾を得るものとする。

２  情報受領者が、前項の定めにより機密情報の取扱いを伴う業務を第三者に委託または委託を予定する場合(再委託先または再委託予定先が更に他の第三者に委託または委託を予定する場合を含む。)は、情報受領者は当該第三者に対して、本取扱いに定める情報受領者の義務と同等の義務を負わせるものとする。

第９条（安全管理）　情報受領者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理し、漏えい、滅失又は毀損の事故を防止するため、管理体制及び取扱いに関する管理基準を整備して、取扱い権限者の限定、保管場所の立入り制限・施錠保管・閲覧利用の際の権限外の者のアクセスの防止(データファイルへのパスワードの設定、暗号化等含)、アクセスの記録、バックアップ等の必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。

２  情報受領者は、前項で定める機密情報の適切な安全管理を行うために必要な措置を講じた資料等のみ、個別契約の業務遂行に必要な場所に限り持ち出しできるものとする。

３  情報受領者は、個別契約の業務遂行にあたり、コンピュータを使用する場合は、前項に加えて情報受領者の従業者が個人的に所有するコンピュータ等、情報受領者が機密情報及びその他の情報(機密情報を含み個別契約成立の前後を問わず情報受領者が情報開示者から提供を受けた情報及び貸与を受けた関係資料並びに業務遂行の過程及び結果、取得した情報をいい、口頭、文書、図面、電子データ、磁気データその他一切の形式によるものを含む。以下「業務情報」という。)の適切な安全管理を行うために必要な措置を講じていないコンピュータにおいて業務情報を一切取扱わせないものとする。また、情報開示者の承諾を得て第三者(第８条第２項に従って第三者に業務を再委託した場合も含む。)に業務情報を開示した場合も当該第三者に同様の安全措置を講じさせるものとする。

４  情報受領者は、前各項に定める安全管理措置について、情報開示者が請求した場合は、その内容を書面により速やかに報告するものとする。

５  情報受領者は､個別契約の業務遂行にあたり、情報開示者からコンピュータを貸与された場合は、そのコンピュータの安全管理は情報開示者の指示するところによる。　又、情報開示者から貸与されたメールアカウント、ID､パスワード、その他の機密情報へのアクセス権についても情報開示者の指示するところにより安全に管理しなければならない。

６  情報開示者が個別に機密情報の管理に関する規定類を提示した場合は、その内容に従うものとする。

第１０条（従業者の監督）　情報受領者は、機密情報を取扱う全ての従業者に対して、本取扱いを遵守するよう適切な指導・監督を行うものとする。

２  本取扱いの遵守に関して、情報開示者及び情報受領者は、情報管理に関する責任者を定め、必要に応じ書面により相互に通知するものとする。

第１１条（返還義務）　個別契約が終了した場合もしくは契約期間の中途であっても情報開示者から請求があった場合には、情報受領者は情報開示者から入手した一切の有形的な機密情報(電子データ、磁気データ及び機密情報の複製物を含む。)を直ちに引渡すものとする。

２  前項の定めに係らず、情報受領者の定めた保管期間終了までに、情報開示者が書面で保管期間を指定した場合は、これを保管期間とする。但し、情報受領者が情報開示者の指定した保管期間に異議を申し出かつ情報開示者がこれを承諾した場合は、両者協議で保管期間を決定できるものとする。

３  情報受領者は保管期間終了後、情報受領者が入手した有形的な機密情報（複製物を含む。）を、情報受領者の負担と責任において、裁断、焼却、電磁的記録媒体の物理的破壊又は電子データを復元できないように完全に消去する等の方法により確実に廃棄処分を行うものとする。但し、情報開示者が、廃棄処分結果を請求した場合は、情報受領者はその結果を書面により速やかに報告するものとする。

第１２条（立入調査）　情報受領者は、情報開示者が請求した場合、遅滞なく、書面により機密情報の取扱い状況に関する報告を行うものとする。

２  情報受領者は、情報開示者及び情報開示者への注文者が機密情報の適正な取扱いの確認のため必要があるとして申入れた場合は、機密情報の取扱い状況に関する立入調査の実施を承諾し、遅滞なく誠実に協力するものとする。

３  情報受領者が第８条第２項に従って情報開示者の承認を得て第三者に業務を再委託する場合、再委託先における取扱い状況を確認するため、情報開示者及び情報開示者への注文者が当該再委託先に機密情報の取扱い状況に関する立入調査の実施ができるものとし、そのために必要な措置を情報受領者は当該再委託先との間で実施するものとする。

第１３条（事故発生時の報告義務）　漏えい、改ざん等、機密情報に対する不正行為が発生した場合には、情報受領者は直ちに情報開示者に書面により報告し、情報開示者からの事情聴取に応じるものとする。

第１４条（紛争発生時の責任負担）　情報受領者は、機密情報の取扱いに関して、第三者との間に紛争が発生した場合は、弁護士費用等の訴訟解決費用も含めてすべて情報受領者の責任と負担において解決するものとする。また、機密情報の取扱に関して、情報受領者の責めにより情報開示者と第三者との間で紛争が生じた場合も同様とする。

第１５条（損害の回復）　自己に責のないことを情報受領者が証明した場合を除き、情報受領者が本取扱いの定めに違反したために情報開示者に損害が発生した場合は、原因究明・損害回復に必要な措置をとり、経過を書面にて速やかに情報開示者に報告するとともに、情報受領者は情報開示者に対して賠償金を支払うものとする。

２  情報受領者が第９条第３項の定めに違反したために情報開示者に損害が発生した場合は、前項に規定の証明の有無に係らず、情報受領者は情報開示者に発生した損害を賠償しなければならない。また、第４条第３項の弁護士等への開示及び第８条第２項に従って情報開示者の承認を得て第三者に業務を再委託する場合も同様とする。

３  情報受領者が前各項に基づく義務を履行した場合であっても、取引停止等、情報開示者が相当と認める措置の実施は妨げられないものとする。

第１６条（存続条項）　個別契約の終了した場合でも、第４条、第５条、第６条、第１２条、第１３条、第１４条、第１５条については、効力を失わず存続するものとする。但し、個人情報以外の機密情報で情報受領者の責によらずして公知となったものについては、この限りではない。

第１７条（協議解決）　本取扱い及び個別契約に定めのない事項及び疑義が生じたときは、発注者及び受注者が協議して解決するものとする。

